
会員規約 

 

第１条（適用範囲） 

本規約は株式会社新社会システム総合研究所（以下、当社という）が企画・運営する SSK プレミアム会員制度（以下、

本会員制度という）を通じて提供する有料会員制サービス（以下、本サービスという）の利用・申込に関し適用するもの

とします。 

会員は加入申込の時点で本規約の内容を承諾しているものとみなします。 

 

第２条（会員） 

１：会員とは、本規約を承諾の上、当社所定の入会手続きを行い、当社の審査を経て、承認された個人または法人

をいいます。 

２：会員は、その資格や地位を第三者に譲渡、貸与等を行うことはできません。 

 

第３条（入会） 

１：本会員制度への入会を希望する場合は、当社指定の入会申込書に記名・捺印の上、入会を申込むこととします。 

２：当社は入会申込書を受領後 5 営業日以内に審査結果を会員に連絡します。会員はその連絡をもって本サービス

を受けることができます。 

３：当社は審査終了後、15 営業日以内に会員証を発行し郵送いたします。 

 

第４条（入会金・会費） 

１：入会金・会費は以下の通りとします。 

  （※価格は税込です） 

 月額払い 年間一括払い 

入会金 会費（月額） 入会金 会費（年間） 

エグゼクティブ会員 55,000 円 55,000 円 55,000 円 660,000 円 

コーポレート ５ 77,000 円 55,000 円 77,000 円 660,000 円 

コーポレート １０ 77,000 円 77,000 円 77,000 円 924,000 円 

 ※再入会の場合は、入会金 5,500 円  
 

２：当社は、一旦支払を受けた入会金・会費については、理由の如何を問わず返還は行いません。 

３：会員は、会費を月末締めの翌月末日までに支払うものとします。 

４：会員は、入会金・会費について当社が定める以下の方法で支払うものとします。尚、支払いに伴う振込手数料等は、

会員の負担とします。 

（1） 請求書発行による当社指定口座へのお振込 

（2） その他当社が指定する方法による支払い 

 



第５条（利用期間） 

会員資格の最低利用期間は 6 ヶ月と定めます。但し、初月のみ審査結果通知の日から翌月の末日までを１カ月とし

ます。また、会員からの第６条所定の退会の届出、または第７条に定める会員資格の喪失がない限り、その会員資格

は更に 1 ヶ月自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。 

 

第６条（退会） 

１：本サービスの退会申請は毎月 20 日に締切り、翌月末日をもち退会とします。毎月 21 日以降に提出された場合は

翌々月末の退会となります。 

２：会員は、最低利用期間内にサービスを退会する場合でも最低利用期間分の会費を支払うものとします。 

３：前項による退会時に未払の会費がある場合には、会員は退会後も当社に対する未払分の支払いを免れないもの

とします。 

 

第７条（会員の資格喪失） 

会員が次の各号の一つに該当する場合、当該会員は会員資格を喪失するものとします。また、会員資格の喪失時に

未払の会費がある場合には、会員は、喪失後も当社に対する未払分の支払を免れないものとします。 

１：会員が会費等の支払を引き続き遅滞した場合  

２：会員が本規約に違反した場合 

３：会員が本会員制度の名誉を著しく傷つけたと弊社が判断した場合 

４：会員が虚偽の事項を登録したことが判明した場合 

５：会員について支払停止または破産手続・民事再生手続・会社更生手続・特別精算等の開始の申立があった場合 

６：その他当社が会員として不適当と判断した場合 

 

第８条（個人情報保護） 

１：個人情報の収集については、その収集目的を明確にし、個人情報の利用や提供についても収集目的の範囲内で

行うものとします。 

２：個人情報へのリスクへの予防や是正に関しては、正確かつ最新の状態で管理を行い、個人情報の紛失、破壊、改

ざん、漏えい等の危険に対しては、技術面および組織面においても合理的な安全対策を講ずるものとします。 

３：コンプライアンス・プログラムの継続的改善を実施するために、個人情報保護管理責任者と監査責任者を指名して

その任にあたらせ推進することとします。 

４：個人情報に関する法令及びその他の規範を遵守致します。 

５：当社は、会員からご提供いただいた個人情報を、下記の目的にのみ使用します。 

（１） 当社主催のセミナー・シンポジウム・イベント等（以下セミナー等）の情報提供及び運営管理 

（２） 企業・協会・団体等が主催し、当社が事務局又は後援・協力するセミナー等の情報提供及び運営管理 

（３） 当社が取り扱う調査資料等の情報の提供及び販売管理 

（４） 当社の実施する調査・研究への協力依頼、並びに各種サービス等に関わる情報提供 

（５） 第三者提供  



会員よりお申込頂いたセミナー内容を向上させる目的のために、当該講師から要請があった場合、貴社名と

個人名のみの提供を行います。 

 （６） 個人情報の委託  

調査資料の発送及び情報の入力等のために協力会社と提携して業務を行う場合に協力会社へ提供を行い

ます。この場合、協力会社に対しても適切な管理を行います。 

 （７） その他、上記に関わるご意見・ご要望等への対応 

６：当社は、下記の場合を除き会員からご提供いただいた個人情報を、第三者に開示又は提供致しません。 

（１） お客様の同意がある場合  

  （２） 法令に基づく場合  

  （３） 人の生命・身体又は財産の保護の為に必要であって、お客様の同意を得ることが困難な場合 

７：当社は、上記２．で提供する個人情報について、特段の事由のある場合を除き、機密保持契約等によって、第三

者からの漏洩・再提供の防止に努めます。 

８：当社は、会員が個人情報の開示・訂正・及び削除を希望された場合には、合理的な範囲で速やかに対応致しま

す。 

９：当社は、会員からご提供いただく個人情報及び当社データベース内に収納された個人情報について、厳重なセキ

ュリティ対策を講じることにより、個人情報への不正アクセス、改ざん、漏洩などの危険防止に努めます。また、個

人情報の紛失、誤用、改変などを防止するために、適切な社員教育を行います。 

 

第９条（届出） 

１：会員は、登録した会員情報に変更が生じたとき、または第７条５号の事態が発生したときは、遅滞なく所定の様式

により当社に届出を行うものとします。 

２：コーポレート会員は登録会員の変更をする場合は、当社所定の会員変更手続きを行うものとします。 

  尚、登録会員の変更は、部署異動、退職による変更のみ承ります。 

 

第１０条（サービスの提供） 

１：本サービスの提供内容については、別紙サービス一覧を参照下さい。 

２：当社が提供するサービスの内容は、その正確性・完全性・有用性等について相当の注意をもって収集した情報に

基づくものですが、当社は、それを保証するものではありません。これらの情報は、会員の自主的判断をもって利用

するものとします。 

３：弊社が提供するサービスは、適宜見直しを行い、その一部について中止ないし中断、あるいは新設することがあり

ます。 

４：一部セミナーは、サービス対象外又は一部有料となる場合がございます。 

（他社との共催セミナー、 5 千円相当以上の配布物があるセミナー、セミナー参加費が 4 万円を超えるセミナー等 

該当セミナーは年間数件程度） 

 

 



第１１条（SSK セミナー参加規程） 

１：SSK セミナーに参加する場合は、所定のフォーマットを使用し申込むこと。 

２：会員の都合によるキャンセルは、事前に申し出ること。 

３：セミナーによっては講師の要請により特定の業種の参加をお断りする場合があります。 

４：プレミアム会員のセミナー無料招待券の換金、第三者への販売はできません。 

５：コーポレート会員は 1 つのセミナーに 1 会員までの参加とします。2 会員以上参加希望の場合は通常受講料を

支払うものとします。 

６：受講を希望されるセミナーの申込の締切は、会場受講、ライブ配信、アーカイブ配信に関わらず、そのセミナーの

開始時間までとします。（受講方法の変更も同様） 

７：セミナーオンデマンドはお申込対象外とします。 

  

第１２条（知的財産権） 

１：会員のサービスで提供する情報などに関する著作権などの知的財産権は、全て当社に留保されます。 

２：会員は、複製、販売その他いかなる手段によっても、本会員制度のサービスで得た情報を第三者に提供すること

はできません。  

３：前項は、退会後であっても適用されるものとします。 

 

第１３条（免責） 

弊社は、以下の場合にあっても一切責任を負わないものとします。 

１：会員が本サービスに基づいて損害を受けた場合 

２：天災などの不慮の事態により本サービスに中断、遅滞等が発生し、その結果として会員が損害を受けた場合。 

 

第１４条（規約の変更） 

１：当社は、会員の同意なく本規約の内容を適宜、変更できるものとします。 

２：本規約を変更した場合、当社ホームページに掲示するほか、会員に対して適宜の方法により通知するものとします。

尚、規約は変更された日をもってその効力が発生するものとします。 

 

第１５条（準拠法、および専属的合意管轄裁判所） 

本規約は、日本法に準拠します。また、本件に関して訴訟等の必要性が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の

専属的合意管轄裁判所とします。 

 

制定日：2025 年 6 月 10 日 

第 11.0 版 

 


